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衆
議
院
議
員
関
健
一
郎
君
提
出
佐
川
国
税
庁
長
官
税
務
署
視
察
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
期
間
に
お
け
る
佐
川
国
税
庁
長
官
に
よ
る
税
務
署
視
察
の
予
定
に
つ
い
て
は
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
上
の
観
点
及
び

円
滑
な
申
告
相
談
を
実
施
す
る
観
点
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
る
が
、
同
長
官
は
、
平
成
三
十
年
二
月
二
十
六

日
時
点
で
、
同
月
十
六
日
に
お
け
る
盛
岡
税
務
署
及
び
大
船
渡
税
務
署
の
各
々
の
確
定
申
告
会
場
並
び
に
仙
台
北
税
務
署
、

仙
台
中
税
務
署
及
び
仙
台
南
税
務
署
の
三
署
に
よ
る
合
同
の
確
定
申
告
会
場
の
視
察
、
同
月
二
十
一
日
に
お
け
る
瀬
戸
税
務

署
の
確
定
申
告
会
場
並
び
に
岡
山
東
税
務
署
、
岡
山
西
税
務
署
、
西
大
寺
税
務
署
及
び
瀬
戸
税
務
署
の
四
署
に
よ
る
合
同
の

確
定
申
告
会
場
の
視
察
、
同
月
二
十
二
日
に
お
け
る
広
島
東
税
務
署
、
広
島
南
税
務
署
、
広
島
西
税
務
署
、
広
島
北
税
務
署
、

廿
日
市
税
務
署
及
び
海
田
税
務
署
の
六
署
に
よ
る
合
同
の
確
定
申
告
会
場
並
び
に
広
島
国
税
局
の
確
定
申
告
テ
レ
フ
ォ
ン
セ

ン
タ
ー
の
視
察
並
び
に
同
月
二
十
五
日
に
お
け
る
鶴
見
税
務
署
、
横
浜
中
税
務
署
及
び
保
土
ケ
谷
税
務
署
の
三
署
に
よ
る
合

同
の
確
定
申
告
会
場
の
視
察
を
行
っ
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

佐
川
国
税
庁
長
官
は
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
確
定
申
告
会
場
等
の
視
察
に
お
い
て
、
申
告
相
談
の
状
況
等
を
確
認
す
る

一



と
と
も
に
、
国
税
局
や
税
務
署
の
職
員
と
の
意
見
交
換
を
行
っ
た
が
、
職
員
に
対
す
る
訓
示
は
行
っ
て
い
な
い
。

二


